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１ 趣旨 

   新学習指導要領等（幼稚園，小・中学校：平成 29 年３月公示，高等学校：

平成 30 年３月公示）においては，変化が激しく予測困難なこれからの時代に

おいて子供たちが未来を切り拓くための資質・能力を確実に育成することを

目指している。そのために，よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創ると

いう目標を学校と社会とが共有し，社会と連携・協働しながら資質・能力の育

成を図っていく「社会に開かれた教育課程」の理念を重視している。更に，各

学校が教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を

図っていくカリキュラム・マネジメントの充実などを掲げるとともに，現代的

な諸課題に対応して求められる資質・能力の教科等横断的な育成，高等学校に

おける教科・科目等構成の見直しなど，教育内容についても改善・充実を図っ

たところである。 

    新学習指導要領等を踏まえ，カリキュラム・マネジメントの推進，現代的な

諸課題に対応して求められる資質・能力の育成，新学習指導要領において改

善・充実された教科・科目等への円滑な移行など，新学習指導要領の着実な実

施に向けた調査研究等に取り組み，その成果を共有・展開等することで，これ

からの時代を生きる子供たちに求められる資質・能力を着実に育むことを目

指す。 

 

２ 事業の内容 

  地域や学校の実態等に応じて，次の取組を実施する。 

  ① これからの時代に求められる資質・能力を育むためのカリキュラム・マ

ネジメントの在り方に関する調査研究 

  ② 主体的な社会参画の力を育む指導の充実     

 

３ 事業の委託先 

  文部科学省は，事業の実施を都道府県教育委員会，政令指定都市教育委員会，

市区町村教育委員会，国立大学法人，公立大学法人，学校法人，株式会社，財

団法人又は特定非営利活動法人（以下「教育委員会等」という。）に対して委

託することができるが，その詳細は取組ごとに公募要領に定めることとする。 

 



４ 事業の指定期間及び委託契約期間 

  事業の指定期間は，取組ごとに公募要領の定めるところにより複数年とす

ることができる。ただし，委託契約については年度ごとに締結することとし，

委託契約期間は原則として，委託契約を締結した日から当該年度末日までと

する。 

 

５ 事業の実施 

 （１）事業実施 

    事業の委託を受けた教育委員会等（以下「受託団体」という。）は，文

部科学省に提出し採択された各事業実施計画に基づき取組を行う。 

    また，受託団体は，各事業における具体的な内容の検討を行い，取組を

実施する地域・学校を指定する場合にはその運営についての指導・助言等

を行うほか，総合的に研究結果の分析等を行い，その成果や課題を今後の

取組に活用することとする。 

 （２）連絡協議会の開催 

        文部科学省は，事業の推進に資するため，受託団体等による連絡協議会

を開催することができる。 

 （３）取組の詳細な内容 

    上記２に示した取組の詳細については，取組ごとに公募要領に定める

こととする。 

 

６ 委託手続き 

 （１）事業の委託を受けることを希望する教育委員会等は，事業計画書等を文

部科学省に提出する。 

 （２）文部科学省は，選考委員会等（文部科学省内に設置）において，教育委

員会等が作成した事業計画書を審査した上で，受託団体を選定し，事業の

実施を委託する。なお，選考委員会等は必要に応じ，受託団体等に対し，

事業の推進に係る指導・助言等を行うことができる。 

 

７ 委託経費 

 （１）文部科学省は，予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費を委託費と

して支出する。委託費はその額の確定後，受託団体の請求により支払うも

のとする。ただし，受託団体が事業の完了前に必要な経費の支払いを受け

ようとし，文部科学省が必要と認める場合には，別途定める方法により，

概算払いすることができる。 

 （２）契約締結及び支払いを行う場合には，国の契約締結及び支払いに関する



規定の趣旨に従い，経費を効率的に執行する。 

 （３）受託団体は，事業計画を変更しようとするときは，速やかに文部科学省

に報告し，その指示を受けるものとする。ただし，計画書のうち経費のみ

を変更する場合で，事業費の総額に影響を及ぼさず，経費区分間で増減す

る額が総額の 20％を超えない場合については，この限りではない。 

 （４）委託費の収入及び支出に当たっては，他の経費と区分して帳簿を備え，

領収書等関係書類を整理し，経理の状況を明らかにしておくものとし，事

業を実施した翌年度から５年間保存する。 

 （５）文部科学省は，受託団体が委託要項若しくは委託契約書に違反したとき，

実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき，又は委託事業の遂行

が困難であると認めたときは，委託契約を解除し，経費の全部又は一部に

ついて返還を命じることができる。 

 

８ 再委託 

  本事業の全部を第三者に委託（以下，「再委託」という。）することはできな

い。ただし，本事業のうち，再委託することが事業を実施する上で合理的であ

ると認めるものについては，本事業の一部を再委託することができる。 

 

９ 事業完了（廃止等）の報告 

 （１）受託団体は，事業を完了したとき，廃止又は中止（以下「廃止等」とい

う。）の承認を受けたときは，事業完了（廃止等）報告書及び支出を証す

る書類の写しを添付し，完了した日から３０日を経過した日，又は契約期

間満了日のいずれか早い日までに，文部科学省に提出するものとする。 

 （２）文部科学省は，事業の成果普及等のため，上記（１）で定める委託事業

完了（廃止等）報告書のほか，事業における取組について事例の提供や，

成果の報告等を求めることができる。 

 

10 委託費の額の確定 

 （１）文部科学省は，上記９（１）により提出された委託事業完了（廃止等）

報告書について，検査及び必要に応じて現地検査を行い，その内容が適正

であると認めたときは，委託費の額を確定し，受託団体に対して通知する

ものとする。 

 （２）上記（１）の確定額は，事業に要した実決算額又は委託契約額のいずれ

か低い額とする。 

 

11 その他 



 （１）文部科学省は，受託団体による本事業の実施が当該趣旨に反すると認め

られるときは，必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。 

 （２）文部科学省は，委託業務の実施に当たり，受託団体の求めに応じて指導・

助言を行うとともに，その効果的な運営を図るために協力する。 

 （３）文部科学省は，必要に応じ，この実施事業及び経理処理状況について，

実態調査を行うことができる。 

 （４）受託団体は，委託事業の遂行によって知り得た事項については，その秘

密を保持しなければならないとともに，善良なる管理者の注意をもって

取り扱う責任を負うものとする。 

 （５）本事業の実施に伴い発生した著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）

第 21 条から第 28 条までに規定するすべての権利を含む。）については，

文部科学省に帰属させるものとする。 

 （６）この要項に定めるもののほか，本事業の実施に当たり必要な事項につい

ては別に定める。 


